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第１章 計画の概要 

１ 計画の背景と目的 

本市は交通や買い物等の利便性に優れた立地のよさや、教育・文化環境の充実、緑豊か

な住環境等を背景に「住宅都市」として発展してきました。近年も全国的に人口減少傾向

にあるなか、人口増加や活発な住宅供給が続いています。しかし、今後人口が減少する見

込みであり、空き家の増加が懸念されます。 

これらの空き家のなかには、管理が不十分なため、景観の悪化や防犯・防災面での不安

など地域の住環境へ悪影響をおよぼしているものがあります。また、適切に管理されてい

ても、その数が増えていくと、地域の魅力や活力の低下につながるおそれがあります。 

 本市ではこれまで、平成 27年（2015年）3月に法に基づかない任意の方針である「豊

中市総合的な空き家対策方針」を策定し、空き家対策に取り組んできました。 

また、令和 4年（2022年）3月には「豊中市住宅マスタープラン」の改定を行い、基本

的な考え方・めざすべき目標として、「誰もが地域に愛着を持って快適に暮らし続けること

ができるまち」を掲げ、取組みを進めているところです。 

さらに、国においては空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「空家特措法」とい

う）の改正（令和５年（2023年）６月公布、12月施行）により、周囲に悪影響をおよぼ

す前段階からの空家等の適正管理や特定空家等の除却の円滑化などが強化されました。 

安全・安⼼の住環境の維持と良質な住宅ストック＊の形成に向けて、これらの上位計画の

動向や社会情勢の変化、令和 4年度（2022年度）豊中市空家実態調査の結果等を踏まえ、空

き家問題を解消するため、「豊中市総合的な空き家対策方針」に代わる「豊中市空家等対策計

画」を新たに策定します。 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、空家特措法に基づく空き家対策を総合的に推進するための計画です。 

また、豊中市住宅マスタープランに基づく主要計画であり、「安全・安⼼で地域の特性に

応じた魅力あるまちをつくる」などの実現に資するものです。 

なお、本計画の推進にあたっては、関連計画である第 2次豊中市都市計画マスタープラ

ン等との整合を図ります。 

■計画の位置づけ 

 

  上位計画 

第 4次豊中市総合計画 

空家等対策の推進に 
関する特別措置法 

空家等に関する施策を 
総合的かつ計画的に実施 
するための基本的な指針 

関連計画 

第 2次 
豊中市都市計画
マスタープラン 

など 

豊中市空家等対策計画 

豊中市住宅マスタープラン 

豊中市 国 
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３ 計画期間 

令和 6年度（2024年度）から令和 10年度（2028年度）の 5年間の計画とします。 

 

４ 計画の対象とする地区 

本計画では市内全域を対象とします。 

 

５ 計画の対象とする空き家の種類 

計画の対象は、空家特措法第 2条第 1項の「空家等」とします。 

なお、一部住戸に居住実態がある長屋＊の空き家は、空家特措法上の指導・勧告等の措置

の対象にはなりませんが、建築基準法での老朽危険家屋として指導します。適切な管理や

流通・利活用の促進については、本計画の空き家と同様に対応します。 

 

参考：主な用語の定義 

「空家等」 

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態で

あるものおよびその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む） 

「特定空家等」 

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害

となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なってい

る状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると

認められる空家等（空家特措法第 22条） 

「管理不全空家等」 

空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当する

こととなるおそれのある状態にあると認められる空家等（空家特措法第 13条） 

 

 

 

 

 

※本市は令和 2年度（2020年度）SDGs未来都市に選定されました。本

計画においても、SDGs＊の趣旨を踏まえ、その取組みを推進します。 

 

  

■計画における「空家」「空き家」の表記について 

空家特措法に規定する上記の用語については「空家等」と表記し、それ以外は計画全

般にわたって「空き家」と表記しています。 
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第２章 空き家を取り巻く現状と課題 

１ 豊中市の特徴 

（１）まちのなりたち 

▶ 「住宅都市」として発展 

明治 43年（1910年）の鉄道開通を契機に、古くから沿線での郊外住宅地の開発が行

われてきました。 

大阪市に近い立地等から、鉄道・幹線道路の整備やその沿線での活発な住宅供給、ニ

ュータウン開発などが進み「住宅都市」として発展してきました。 

 

■市街地形成の歴史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：豊中市都市景観形成マスタープラン（平成 26年（2014年））  

【昭和 40年代後半～平成初期】 【平成初期以降】 

【戦前～戦中】 【戦後～昭和 40年代前半】 
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順位 所在地
件数
（件）

価格
（万円）

土地面積
（㎡）

建物面積
（㎡）

築年
（年）

取扱高
（億円）

1 東大阪市 369 1,690 75.40 91.38 30.16 62.3

2 枚方市 324 1,831 102.53 96.30 29.22 59.3

3 高槻市 219 2,896 114.46 106.83 25.02 63.4

4 寝屋川市 183 1,458 101.21 87.26 32.31 26.7

5 豊中市 177 3,992 121.08 111.37 23.84 70.7

6 八尾市 175 1,806 93.71 92.23 29.67 31.6

7 堺市西区 131 1,911 95.18 93.25 28.62 25.0

8 茨木市 125 3,483 134.89 109.56 24.00 43.5

9 守口市 116 1,369 85.25 79.72 34.07 15.9

9 松原市 116 1,173 77.16 79.89 36.32 13.6

9 和泉市 116 2,074 155.66 110.07 26.59 24.1

5,376 2,112 106.03 98.91 29.44 1,135.3大阪府全体

（２）住宅市場 

▶ 一定の人気と活力のある住宅市場 

住宅着工戸数は年間 2,000～3,000戸程度で推移し、一定の住宅供給が続いています。 

また、中古戸建て住宅の成約件数は大阪府内で上位に位置し、成約価格も高い水準と

なっています。 

 

■新設住宅着工戸数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：豊中市住宅マスタープラン・住宅着工統計（各年） 

 
 

■中古戸建て住宅の成約件数（大阪府内市区の上位 10位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：公益社団法人近畿圏不動産流通機構 2022年度年刊市況レポート 
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（千世帯）

高齢単身世帯 高齢夫婦世帯 その他の高齢者世帯

（３）人口・世帯数 

▶ 人口は増加から横ばいへ  

人口は増加傾向にあり、令和 2 年（2020 年）には 30 年ぶりに 40 万人を上回りまし

た。今後は現状の 40万人を維持することを想定しています。 

 

■人口の推移と将来の人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第 4次豊中市総合計画 後期基本計画（実績値は国勢調査（各年）） 

 

▶ 高齢者世帯の増加 

本市の高齢者世帯数は増加しつづけています。特に令和 2 年（2020 年）の高齢単身

世帯の数は平成 12年(2000年)の約 2倍と増加が顕著です。 

 

■高齢者世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年） 

  

増加 
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居住世帯あり 空き家 建築中 その他 空き家率

（４）空き家 

▶ 空き家数の増加 

住宅数、世帯数ともに増加傾向にありますが、住宅数の増加傾向が上回っているため、

空き家は増加しています。平成 30年（2018年）の空き家率は 15.3％です。 

 

■住宅数と空き家率の推移 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査（各年） 

 

▶ 空き家の大半は賃貸・売却用の流通空き家 

空き家のうち、賃貸・売却用で市場に流通している空き家が約７割を占めており、周

辺市と比べて高い傾向にあります。 

 

■空き家の種類（周辺市比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※「その他」とは、市場に流通していない空き家（非流通空き家＊）と想定される。 
  放置されたままの空き家、管理不全空家等は、このカテゴリーに含まれる。 

資料：住宅・土地統計調査（平成 30年） 

3.2%

0.4%

1.9%

1.8%

1.5%

4.5%

62.2%

73.8%

50.1%

63.8%

64.0%

51.0%

8.7%

11.2%

5.4%

4.7%

5.0%

3.5%

25.9%

14.6%

42.6%

29.7%

29.5%

41.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

豊中市

(n=30,820) 

吹田市

(n=38,710) 

箕面市

(n=9,060)

池田市

(n=6,660)

大阪府

(n=709,400)

全国

(n=8,488,600)

二次的住宅 賃貸用 売却用 その他
＊ ※ 
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２ これまでの空き家対策（主な取組み） 

▶ 管理不全空き家に対する早期の指導、関係課による連絡会議の開催 

本市では、建物の損傷や植栽の繁茂などにより近隣に悪影響をおよぼすおそれのある

空き家について、毎年約 100件の通報・相談を受けています。 

管理されず放置されれば、景観の悪化や防犯・防災面での不安など、地域の住環境へ

も悪影響をおよぼすため、それらの空き家について現場確認、所有者等の調査を行った

上、所有者等に対し空き家を適切に維持管理するよう指導を実施しています。是正まで

継続して指導することにより、管理不全状態からの解消につながっています。 

なかには権利承継が行われておらず、相続人の調査に時間を要する場合や所有者等に

活用意向がないため対応が進まない場合があります。 

また、平成 26 年度（2014 年度）から定期的に管理不全空き家対策連絡会議を開催し、

通報のあった空き家について、関係課で情報共有を行い、効果的な対策の協議等を行う

ことにより、解決に向けた連携協力を行っています。 

■通報・相談への庁内の対応・指導体制 

内容 担当部署 

老朽化しており倒壊のおそれがあるもの等 都市計画推進部建築安全課 

雑草・樹木が繁茂しているもの 
（雑草・低木）環境部美化推進課 
（樹木）環境部公園みどり推進課 

樹木などが道路にはみ出し、通行の妨げになっているもの 都市基盤部基盤管理課 

都市景観形成推進地区＊の建築物又は工作物で形態意匠等
の制限に著しく適合しない状態であるもの 

都市計画推進部都市計画課 

門扉が開いている、窓ガラスが割れている等、防犯面で不安
なもの 

都市経営部危機管理課 

燃えやすい物が置いてある、容易に家屋に入れる状態で放
火のおそれがあるもの 

消防局予防課 

空き家の利活用に関すること 都市計画推進部住宅課 
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▶ 住宅所有者への適正管理等の情報提供・啓発 

本市では、住宅の改修・維持管理等に関するセミナーや、相続や成年後見制度＊等に

関するセミナーを実施しています。 

加えて、管理不全に至らぬよう、平成 30 年度（2018 年度）から全建物所有者に対し

て適正管理を啓発するチラシを固定資産税納税通知書に同封しています。 

一方で、空き家の活用意向のない人や施設等に入居した人などへの対応は十分ではあ

りませんでした。 

■令和 5年度（2023年度）固定資産税納税通知書同封チラシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 利活用可能な空き家と利活用希望者の情報の登録・発信（豊中市空き家情報提供事業） 

本市では、利活用可能な空き家と利活用希望者の情報の登録・発信を目的として、平

成 28年度（2016年度）から空き家情報提供事業を開始しました。 

しかし、空き家所有者と利活用希望者とのマッチング＊実績は 4 件に留まりました。

希望する家賃やエリアなどの条件が合わないことや、住宅地のなかで継続的に空き家を

借りて事業を行う見通しを立てることの難しさが原因として考えられます。 

（対象は、一部住戸に居住実態がある長屋＊・共同住宅の空き家（空き室）等も含む） 

 

■空き家見学会              ■利活用セミナー（利活用空き家で実施） 
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▶ 民間団体・行政による豊中市空き家対策連絡会議の設置 

本市では、空き家所有者からの相談に対して、住宅・不動産に関する公益的な活動を

行う団体等が設けている個々の空き家相談窓口の紹介を行っています。 

また、これらの団体等とともに平成 26 年度（2014 年度）から空き家対策連絡会議を

設置し、各団体の活動状況や空き家相談の動向などについて情報共有・意見交換を行っ

ています。 

 

■空き家対策連絡会議の構成委員 

 

 

 

 

 

 

 

  

団体名 団体分野等 

(特活)空家・空地管理センター 
100 円管理サービスなど魅力ある空き家管理の
提供、相談 

(特活)空き家サポートセンター 
行政書士を中心にさまざまな空き家に関する相
談、対応 

(一社)シニアライフ協会 老朽危険家屋に関する相談、対応 

(特活)住宅長期保証支援センター 
良質な住宅ストック＊の形成に向けた維持管理
に関し生活者等への支援 

(特活)ユニバーサルデザイン推進協会 
福祉住環境、住生活向上に向けた住まいの改
修・改造 

(一社)大阪府マンション管理士会豊中支部 分譲マンション管理に関する相談・普及啓発 

大阪司法書士会 相続、不動産の権利関係、登記 

(公社)大阪府不動産鑑定士協会 
住宅ファイル制度＊をとおし鑑定士の立場から
建物に関する適正評価 

大阪府宅地建物取引業協会北摂支部 不動産取引（売買、賃貸） 

(公社)全日本不動産協会大阪府本部北大阪支部 不動産取引（売買、賃貸） 

(一財)豊中市住宅協会 豊中市外郭団体 

豊中市都市計画推進部住宅課 豊中市の住宅施策に関すること 
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３ 空き家の概況 

令和 4 年度（2022 年度）豊中市空家実態調査から概観される空き家の状況は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）空き家の分布状況 

▶ 戸建ての空き家は市内全域に分布、長屋＊・共同住宅の空き家は南部を中心に分布 

戸建ての空き家率の地域別の差異はわずかです。 

長屋＊・共同住宅の空き家（全戸空き室）の約半数が南部に集中しています。 

■地域別空き家数（n=2,107） 

 

 

 

 

 

 
 

（集計対象：空き家数） 

※固定資産税データによる住宅数  

北東部 北部 東部 中北部 中部 西部 南部 合計

95 238 117 562 402 123 570 2,107

戸建て（戸） 93 229 102 539 374 106 467 1,910

長屋（棟） 1 5 10 16 17 12 79 140

共同住宅（棟） 1 4 5 7 11 5 24 57

3,183 10,359 6,315 22,246 17,834 4,321 20,667 84,925

2.9% 2.2% 1.6% 2.4% 2.1% 2.5% 2.3% 2.2%

空き家件数

戸建て住宅数(※)

戸建ての空き家率

地域

令和 4年度（2022年度）空家実態調査 調査概要 

① 現地外観調査 

調査対象：水道情報等により抽出した市内全ての戸建ての空き家、全戸空き室の長屋＊お

よび共同住宅の候補（6,301件）＋調査過程で発見した空き家（297件） 

→現地調査により、2,502件を空き家とみなして、建物の状態を調査 

→結果として、下記②で「住んでいる」と回答のあった 395件を除く 2,107件

を空き家と判断 

調査期間：令和４年（2022年）8月 8日～9月 16日 

調査内容：空き家の判定、建物の状態等 

 

② アンケートによる所有者への管理状況等の調査 

調査対象：①で空き家とみなした 2,502 件のうち所有者を特定できた 2,401 件の空き家の

所有者 2,751人※1 

調査期間：令和 4年（2022年）10月末～12月末日 

調査内容：建物の維持管理の状況について等 

有効回答数：723件※2 

 

※１ 1つの建物に所有者が複数存在する場合はその全てに調査票を送付した。 

※２ 対象建物について「住んでいない（使っていない）」と回答した件数を有効回答数とした。 
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154

21.3%

118

16.3%

109

15.1%
80

11.1%

63

8.7%

37

5.1%

16

2.2%
116

16.0%

30

4.1%

相続後未使用

居住者長期不在

転居

借主不在

取得後未使用

居住不可状態

相続人未定

その他

無回答

（２）空き家発生の状況 

▶ 空き家になったきっかけは相続、居住者の長期不在・転居 

住まなくなったきっかけは、相続後未使用、居住者長期不在、転居が多くなっており、

全体の約半数を占めています。 

 

■住まなくなったきっかけ（n=723） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（集計対象：回答数（所有者数）/戸建て・共同住宅・長屋） 

 

 

▶ 古い住宅や狭小な住宅で高い空き家率 

昭和 45 年（1970 年）以前に建築された空き家は 1,000 棟を超えており、古い住宅ほ

ど空き家率が高くなっています。 

延床面積別では、100 ㎡未満の空き家率は 3.0％を上回り、狭小な住宅ほど空き家率

が高い傾向にあります。 

 

■建築年別空き家数・空き家率        ■延床面積別空き家数・空き家率 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※空き家率の母数となる住宅数は都市計画基礎調査をもとに整理  

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

～S45 S46～

S55

S56～

H2

H3～

H12

H13～

H22

H23～

R2

R3～

（棟）

空き家数 空き家率

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

～50㎡未満 50～100㎡ 100～200㎡200～300㎡ 300㎡超

（棟）

空き家数 空き家率

 

 

  （集計対象：空き家数/戸建て・共同住宅・長屋） （集計対象：空き家数/戸建て） 
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55.0%

64.4%

54.3%

53.3%

43.5%

44.8%

41.9%

50.3%

32.5%

16.8%

8.6%

27.6%

27.5%

37.9%

11.0%

22.3%

5.0%

9.9%

20.0%

11.6%

15.2%

3.4%

11.0%

11.6%

0.0%

0.0%

8.6%

0.4%

3.6%

3.4%

27.1%

7.2%

7.5%

5.0%

5.7%

4.9%

8.0%

10.3%

8.4%

6.6%

0.0%

4.0%

2.9%

2.2%

2.2%

0.0%

0.6%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

北東部(n=40)

北部(n=101)

東部(n=35)

中北部(n=225)

中部(n=138)

西部(n=29)

南部(n=155)

回答数(n=723)

自分のみ所有 自分と親族共有 親族所有 借地 その他 無回答

▶ 権利関係が複雑と考えられる空き家も一定数存在 

権利関係が複雑な空き家は流通・利活用などの意思決定の難しさにつながります。実

際に建物・土地ともに「自分のみ所有」以外の半数弱では、複数での所有で権利関係が

複雑であったり、所有者本人が回答できない状況にあると推察されます。 

南部では借地の割合が約 3割と、他の地域に比べて高くなっています。 

 

■地域別所有関係（建物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（集計対象：回答数（所有者数）/戸建て・共同住宅・長屋） 

■地域別所有関係（土地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（集計対象：回答数（所有者数）/戸建て・共同住宅・長屋） 

  

62.5%

67.3%

54.3%

56.0%

50.0%

51.7%

55.5%

56.4%

27.5%

14.9%

11.4%

24.0%

23.9%

24.1%

15.5%

20.5%

2.5%

4.0%

14.3%

9.3%

12.3%

3.4%

8.4%

8.6%

2.5%

7.9%

11.4%

4.4%

5.1%

13.8%

9.0%

6.6%

0.0%

0.0%

0.0%

1.3%

0.7%

0.0%

0.0%

0.6%

5.0%

2.0%

5.7%

3.1%

5.8%

6.9%

11.6%

5.7%

0.0%

4.0%

2.9%

1.8%

2.2%

0.0%

0.0%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

北東部(n=40)

北部(n=101)

東部(n=35)

中北部(n=225)

中部(n=138)

西部(n=29)

南部(n=155)

回答数(n=723)

自分のみ所有 自分と親族共有 親族所有 非所有、自分が管理

非所有、自分が使用 その他 無回答

指導業務等を通じてみえる所有者の傾向 

・相続の問題（相続人同士が疎遠であったり、知り合いでない等）で建物所有者が定まら

ず、放置される場合があります。 
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（３）空き家の特徴 

▶ 地域によって異なる空き家の特徴 

南部では、空き家の約 7 割が昭和 45 年（1970 年）以前に建築、約 3 割が延床面積

50㎡未満と古い空き家や狭小な空き家の割合が高くなっています。 

一方、北東部・北部では 100 ㎡以上の空き家が大半を占め、他の地域と比較して規模

が大きい空き家が多い傾向にあります。特に北東部は千里ニュータウンを中⼼に 200 ㎡

を超える空き家もみられます。 

 

■地域別空き家の建築年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（集計対象：空き家数/戸建て・共同住宅・長屋） 

 

■地域別空き家の延床面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（集計対象：空き家数/戸建て） 

1.1%

5.7%

14.7%

7.6%

9.1%

10.4%

25.5%

10.8%

29.3%

48.0%

39.1%

47.1%

48.1%

48.0%

47.3%

42.4%

24.5%

34.0%

32.4%

23.6%

16.3%

20.4%

2.6%

2.0%

4.1%

2.7%

2.8%

0.9%

3.2%

1.3%

1.0%

0.9%

0.8%

0.0%

0.0%

17.2%

18.8%

9.8%

14.3%

8.0%

15.1%

9.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

北東部(n=93)

北部(n=229)

東部(n=102)

中北部(n=539)

中部(n=374)

西部(n=106)

南部(n=467)

～50㎡未満 50～100㎡ 100～200㎡ 200～300㎡ 300㎡超 不明

46.3%

41.2%

59.8%

45.4%

54.5%

50.4%

71.8%

24.2%

29.8%

22.2%

23.1%

25.6%

28.5%

13.5%

17.9%

16.8%

5.1%

13.2%

8.2%

9.8%

7.4%

7.4%

6.7%

7.7%

13.0%

8.5%

6.5%

4.9%

2.1%

2.9%

1.7%

3.0%

2.5%

2.4%

1.1%

2.1%

1.3%

0.9%

1.1%

0.2%

0.0%

0.5%

0.0%

1.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

北東部(n=95)

北部(n=238)

東部(n=117)

中北部(n=562)

中部(n=402)

西部(n=123)

南部(n=570)

～S45 S46～S55 S56～H2 H3～H12 H13～H22 H23～R2 R3～ 不明
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（４）空き家の管理状況 

▶ 大半の空き家は適正管理 

現地外観調査により、本市の判定基準に基づき点数化を行った結果、不良度が高い

C・D 判定の空き家は 3.7％とわずかで、地域によらず、大半の空き家は適正に管理され

ています。 

■現地外観目視調査による建物不良度判定（n=2,107） 

 

 

 

 

 

（集計対象：空き家数/戸建て・共同住宅・長屋） 

【建物不良度の判定基準】 

Ａ：現況で利用可能 

Ｂ：比較的小規模な修繕で利用可能 

Ｃ：著しい損傷はないが、現況利用の支障あり 

Ｄ：著しい損傷があるなど、現況での利用は困難 

 

 

 

 

  

北東部 北部 東部 中北部 中部 西部 南部 合計 判定率

A 49 128 53 290 223 69 292 1,104 52.4%

B 44 105 58 251 167 52 247 924 43.9%

C 2 3 4 19 9 0 27 64 3.0%

D 0 2 2 2 3 2 4 15 0.7%

空き家の
C･D判定率

2.1% 2.1% 5.1% 3.7% 3.0% 1.6% 5.4% 3.7%
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４ 所有者の意向や空き家の傾向 

令和 4年度（2022年度）豊中市空家実態調査（調査概要は P10）より把握できた所有者の意

向や空き家の傾向は次のとおりです。 

（１）どのような空き家で管理が不十分なのか 

▶ 遠方居住は管理頻度の低下要因に 

居住地別にみると、所有者が近畿圏外に住んでいる空き家の約 6 割は管理頻度が年に

数回以下です。 

■現在の居住地別管理頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

※現在の居住地「無回答」を除く 

（集計対象：回答数（所有者数） /戸建て・共同住宅・長屋） 

 

 

 

 
 

▶ 管理頻度が低い所有者の困りごとは維持管理の費用負担や手間 

管理頻度が低い空き家の所有者は、維持管理する上で遠方居住や維持管理の手間、維

持管理費用の負担で困っている割合が高くなっています。 

一方で、困っていることがないなど、そもそもの管理への関⼼が低い層も約３割いま

す。 

■管理頻度別維持管理で困っていること 

 

 

 

 

 

 

（集計対象：回答数（所有者数） /戸建て・共同住宅・長屋）  

21.8%

12.2%

11.3%

1.4%

28.9%

33.0%

33.8%

18.9%

17.2%

23.5%

26.8%

32.4%

7.1%

15.7%

11.3%

24.3%

0.8%

0.9%

0.0%

4.1%

24.3%

14.8%

16.9%

18.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

豊中市内(n=239)

大阪府内(n=115)

近畿圏内(n=71)

近畿圏外(n=74)

週に1・2回 月に1・2回 半年に1・2回 年に1・2回 数年に1回 無回答

維持管理
が手間

維持管理
費用が負
担

身体・年
齢的な問
題

遠方居住
委託費用
が高い

委託業者
が不明

権利関係
が複雑

特になし その他 無回答 回答数

週に1・2回
(n=105)

21.0% 18.1% 14.3% 2.9% 0.0% 0.0% 1.0% 66.7% 1.9% 0.0% 100.0%

月に1・2回
(n=214)

26.2% 18.7% 13.1% 14.5% 0.0% 0.5% 1.4% 53.3% 5.6% 0.9% 100.0%

半年に1・2回
(n=156)

36.5% 26.9% 17.3% 25.6% 4.5% 5.8% 1.9% 32.1% 8.3% 1.3% 100.0%

年に1・2回以下
(n=91)

30.8% 26.4% 20.9% 38.5% 2.2% 5.5% 5.5% 26.4% 11.0% 2.2% 100.0%

無回答
(n=157)

0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 97.5% 100.0%

回答数
(n=723)

22.5% 17.3% 12.3% 15.2% 1.2% 2.1% 1.7% 36.1% 5.1% 22.0% 100.0%

指導業務等を通じてみえる所有者の傾向 

・南部では、昭和 30～50 年代にかけて建築された共同住宅において、市外居住者が所有

しているものが多い傾向があります。 
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▶ 空き家の長期化は管理頻度の低下・老朽化につながる傾向 

空き家年数が長くなると、管理頻度が高い所有者が減少する傾向にあります。 

また、空き家年数に比例して老朽化による居住困難な空き家の割合は高く、管理頻度

の低下は老朽化の要因ともなっているとみられます。 

 

■空き家年数別維持管理頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（集計対象：回答数（所有者数） /戸建て・共同住宅・長屋） 

 

 

■空き家年数別老朽度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（集計対象：回答数（所有者数） /戸建て・共同住宅・長屋） 

 

 

  

47.7%

24.3%

29.5%

21.7%

34.0%

30.2%

43.1%

31.1%

27.7%

19.1%

17.0%

26.4%

34.4%

28.9%

12.8%

3.6%

4.9%

3.3%

20.5%

10.6%

1.5%

1.4%

1.6%

1.2%

23.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年～5年(n=388)

6年～10年(n=144)

11年～15年(n=61)

16年～(n=83)

無回答(n=47)

いつでも居住可 多少修繕で居住可 大規模修繕で居住可 老朽化で居住不可 無回答

16.5%

15.3%

11.5%

12.0%

4.3%

36.9%

20.8%

23.0%

20.5%

21.3%

19.3%

29.2%

23.0%

10.8%

34.0%

9.0%

11.8%

21.3%

15.7%

4.3%

0.8%

0.7%

1.6%

7.2%

0.0%

17.5%

22.2%

19.7%

33.7%

36.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年～5年(n=388)

6年～10年(n=144)

11年～15年(n=61)

16年～(n=83)

無回答(n=47)

週に1・2回 月に1・2回 半年に1・2回 年に1・2回 数年に1回 無回答
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（２）どのような空き家が長期化しているか 

▶ 所有者の約３割が今後の活用意向「未定」 

空き家の今後の活用意向は未定が最も多く、次いで、売却希望が多くなっています。 

売却・解体等の財産処分を考えている所有者がみられる一方で、空き家の今後の活用

方針を考えていない所有者も多い状況です。 

 

■空き家の今後の活用意向（n=723、複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（集計対象：回答数（所有者数） /戸建て・共同住宅・長屋） 

 

  

202

88

20

145

102

53

114

225

74

0 50 100 150 200 250

売却したい

賃貸したい

自治会・地域活用希望

将来的に使用

時々の使用

親族にゆずりたい

解体したい

未定

その他
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49.6%

54.1%

57.5%

67.1%

21.3%

20.4%

19.5%

12.3%

8.5%

11.5%

2.3%

9.6%

14.3%

10.2%

8.0%

4.1%

6.3%

3.8%

12.6%

6.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

～S45

(n=399)

S46～S55

(n=157)

S56～H2

(n=87)

H3～

(n=73)

1年～5年 6年～10年 11年～15年 16年～ 無回答

▶ 建築年が古い・間口が狭いなど市場性が低いと長期化する傾向 

昭和 45 年（1970 年）以前に建築された空き家の約 4 割が６年以上空き家のままです。

また、間口が 2ｍ未満の空き家の半数以上も６年以上空き家のままとなっています。 

このような利活用の難しい空き家は、売却・解体を希望する所有者の割合が所有者全

体の傾向に比べて高いですが、市場性が低いため、空き家期間が長期化していると考え

られます。 

 

■建築年別空き家年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

※建築年「不明」を除く 

 

（集計対象：回答数（所有者数） /戸建て・共同住宅・長屋） 

 

 

■間口別空き家年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（集計対象：回答数（所有者数） /戸建て・共同住宅・長屋） 

 

参考：所有者全体の活用意向（上位３位） 未定（31％）、売却（28％）、将来使用（20%） 

 

 

  

40.9%

44.3%

54.7%

31.8%

16.4%

20.0%

4.5%

18.0%

7.7%

18.2%

13.1%

11.2%

4.5%

8.2%

6.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2ｍ未満

(n=22)

2～4ｍ

(n=61)

4ｍ以上

(n=636)

1年～5年 6年～10年 11年～15年 16年～ 無回答

活用意向（上位３位） 

売却（32％）、未定（31％）、解体（23％） 

活用意向（上位３位） 

売却（51％）、未定（34％）、解体（24％） 

指導業務等を通じてみえる所有者の傾向 

・借地では地主が建物所有者の行方を把握できず放置されている場合や建物所有者にとっ

て解体費がかかるだけでメリットが少ないため解体につながらない場合があります。 
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71.8%

58.4%

59.6%

46.3%

0.0%

20.8%

18.3%

23.9%

0.0%

7.1%

8.3%

9.7%

0.0%

7.1%

10.0%

15.3%

12.5%

6.5%

3.9%

4.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50歳未満(n=39)

50歳代(n=154)

60歳代(n=230)

70歳以上(n=268)

1年～5年 6年～10年 11年～15年 16年～ 無回答

▶ 所有者が高齢であるほど長期化する傾向 

70 歳以上の高齢者が所有する空き家の約半数が空き家年数６年以上です。一方で 50

歳未満の空き家所有者で空き家年数が６年以上と回答した人はおらず、所有者が高齢で

あるほど空き家年数が長期化する傾向にあります。 

 

■所有者の年齢別空き家年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

※所有者の年齢「無回答」を除く 

（集計対象：回答数（所有者数） /戸建て・共同住宅・長屋） 

 

 

 

 

 

 

▶ 長期空き家の所有者の困りごとは家財道具の処分や解体などの手間や負担 

空き家期間が 16 年以上の所有者のうち、約 3 割が家財道具への対応に、約 2 割が解

体費の捻出や解体後の固定資産税の増額に困っています。利用予定がないことに不安を

抱えている人も約 2割います。 

 

■空き家年数別困っていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（集計対象：回答数（所有者数） /戸建て・共同住宅・長屋）  

利用予定
はないが
不安

解体費用
の捻出困
難

解体希望
だが固定
資産税増
額

建替え不
可の土地

維持管理
費用が高
い

賃貸希望
だが借り
手なし

賃貸希望
だが他人
に不安

家財道具
への対応

愛着あり
賃貸・売
却不可

自分だけ
で判断不
可

その他 無回答 回答数

1年～5年
(n=388)

9.0% 10.8% 12.1% 3.1% 21.1% 7.5% 2.3% 18.8% 11.1% 24.2% 20.4% 15.7% 100.0%

6年～10年
(n=144)

13.9% 18.8% 13.9% 6.9% 23.6% 6.3% 2.8% 19.4% 16.0% 15.3% 22.9% 16.7% 100.0%

11年～15年
(n=61)

11.5% 8.2% 13.1% 4.9% 23.0% 3.3% 3.3% 16.4% 26.2% 23.0% 26.2% 9.8% 100.0%

16年～
(n=83)

21.7% 19.3% 19.3% 6.0% 19.3% 4.8% 2.4% 26.5% 13.3% 15.7% 16.9% 16.9% 100.0%

無回答
(n=47)

12.8% 14.9% 12.8% 0.0% 8.5% 0.0% 2.1% 12.8% 6.4% 12.8% 23.4% 34.0% 100.0%

回答数
(n=723)

11.9% 13.4% 13.4% 4.1% 20.7% 6.1% 2.5% 19.2% 13.3% 20.6% 21.2% 16.7% 100.0%

指導業務等を通じてみえる所有者の傾向 

・高齢の場合、売却や維持管理を業者に頼むこと自体が煩わしく放置している場合があり

ます。 
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0 200 400 600 800 1,000 1,200

～S45

S46～S50

S56～S60

H3～H12

H13～

A B C D

（棟）
0 5 10 15 20 25 30 35

北東部

北部

東部

中北部

中部

西部

南部

擁壁の損傷

屋根材の崩落

外壁材の著しい損傷

基礎の著しい破損

建物の傾き

その他複数項目で不良状況が確認されたもの

（棟）

（３）不良度が高い空き家はどのようなものか 

▶ C・D判定の空き家は建築年が古い傾向 

C・D判定の空き家のほとんどは昭和 45年（1970年）以前に建築されています。 

特に多い南部・中北部で C・D 判定の空き家は、外壁材の著しい損傷や建物・擁壁・

植栽等での複合的な不良状況が多く確認されています。 

 

■建築年別不良度判定           ■地域別不良度判定の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

※建築年「不明」を除く 

 

 

 

 

（集計対象：空き家数 /戸建て・共同住宅・長屋） 

 

▶ C・D判定の空き家は所有者の多くが高齢化 

Ｃ・D 判定の空き家の半数が、空き家年数が 5 年以内です。また、C・D 判定の空き

家所有者の半数が 70 歳以上です。所有者の施設等への入居に伴い、老朽住宅が近年空

き家になったとみられます。 

 

■C・D判定の空き家年数（n=24） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（集計対象：回答数（所有者数）/戸建て・共同住宅・長屋） 

12

50.0%

4

16.7%

2

8.3%

5

20.8%

1

4.2%

1年～5年

6年～10年

11年～15年

16年～

無回答
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2

3

1

3

2

1

11

9

8

0 2 4 6 8 10 12

売却したい

賃貸したい

自治会・地域活用希望

将来的に使用

時々の使用

親族にゆずりたい

解体したい

未定

その他

■C・D判定の空き家所有者の年齢（n=24） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（集計対象：回答数（所有者数）/戸建て・共同住宅・長屋） 

 

▶ C・D判定の空き家所有者の多くが不良状態を認識 

大規模修繕の必要性や居住不可と認識している空き家所有者が全体の約 7 割を占めて

います。今後については、解体希望が約半数（11 件）と多い一方で、未定も約４割（9

件）あります。 

 

■C・D判定の建物の状態（n=24） 

 

 

 

 

 

 

 

（集計対象：回答数（所有者数）/戸建て・共同住宅・長屋） 

 

■C・D判定の空き家の今後の予定（n=24、複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（集計対象：回答数（所有者数）/戸建て・共同住宅・長屋） 

3

12.5%

5

20.8%

11

45.8%

5

20.8% 常時居住可

多少修繕で居住可

大規模修繕で居住可

老朽化で居住不可

1

4.2%

4

16.7%

7

29.2%

12

50.0%

30歳未満

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上



22 

５ 地域別の特徴 

空家実態調査等をもとに、都市計画マスタープランの地域区分ごとに整理した空き家の特徴

は以下のとおりです。 ※豊中市住宅マスタープラン（令和４年（2022年））より 

 

概要※ 空き家の分布・特徴など 

北
東
部 

〇千里ニュータウンと上新田地区で構成さ
れています。 

〇高齢化の一方で、公的賃貸住宅の建替え
を契機とした分譲マンションの供給も増
加傾向です。 

〇戸建て住宅地区では地区計画等のルール
づくりが進んでいます。 

〇千里ニュータウン
の周辺や上新田地
区 に 分 布 し て お
り、ほぼ全て戸建
て住宅の空き家で
す。 

〇計画的住宅地のため接
道はよく、空き家の規
模が大きいことが特徴
で、地区計画により敷
地分割が禁止されてい
る地区もあります。 

〇地価は市内でも特に高
く概ね上昇傾向にあ
り、本市の住宅地とし
てのブランドイメージ
を牽引する住宅地で
す。（市内でも特に市
場性が高い） 

〇活用に慎重で空き家の
ままにしている状況も
みられます。 

北
部 

〇良質な低層戸建て住宅地が形成され、地
区計画等で住環境を保全している地域で
す。 

〇既存集落や農地が点在するほか、土地区
画整理事業などによる計画的な市街地整
備がされています。 

〇柴原阪大前駅周辺には、市立豊中病院や
大阪大学が立地しています。 

〇国道 171 号と府道
43 号に挟まれた地
域に空き家が多く
分布しています。 

東
部 

〇服部緑地等の自然豊かな環境や、既存集
落と新しい住宅地の混在がみられます。 

〇駅周辺は、昭和 50 年代に建設された中
高層マンションが並んでいます。 

〇比較的新しい住宅地のため、空き家は少ない
ですが、服部緑地の南側の旧集落等を中⼼に
分布しています。 

中
北
部 

〇千里緑地の西の台地および丘陵地の上に
形成された市街地です。 

〇郊外住宅地として開発された整然とした
住宅地に加えて、大規模な公的住宅が立
地しています。 

〇豊中駅周辺は商業・業務施設およびマン
ション等が混在しています。 

〇住宅総数が多いこ
とから、戸建ての
空き家数が最も多
くなっています。 

〇地区内に広く分布
していますが、特
に豊中駅周辺に多
く 分 布 し て い ま
す。 

〇地価はおおむね上昇傾
向にあり、市場性は比
較的高い地域です。 

〇建物・土地が親族等に
よる共有となっている
ものが多い傾向にあり
ます。 

 

中
部 

〇歴史資源が多く、早くから開けた地域で
す。 

〇阪急宝塚線沿いには郊外住宅地として開
発された良好な住宅地があります。 

〇阪急宝塚線沿いを中⼼に、比較的民間賃
貸住宅の割合が高くなっています。 

〇市役所などのさまざまな公共施設や文
化・スポーツ施設があります。 

〇早くから開けた地
域のため、地区全
体に散在していま
す。 

西
部 

〇大阪国際空港や広域幹線道路が整備さ
れ、交通条件に恵まれています。 

〇既存集落と流通業務施設や製造業等の事
業所が混在しています。 

〇工業系地域のため、戸建て住宅の空き家は少
ないです。 

〇猪名川沿いに長屋＊・共同住宅の空き家が分
布しています。 

南
部 

〇昭和 30 年代の高度経済成長期に、都市
施設が未整備のまま急速に市街化が進ん
だ地域です。 

〇高経年化した長屋＊や文化住宅が密集し
ていることにより、住環境や防災上の課
題が多くなっています。 

〇住宅総数が多いことから、戸建ての空き家も
多いですが、特に長屋＊・共同住宅の空き家
が多く分布しています。 

〇老朽・狭小な空き家が多く、借地上の空き家
が約３割を占めるなど一般に流通・利活用が
難しい空き家が多い傾向があります。 

〇昭和 30～50 年代にかけて建築された共同住
宅の所有者（空き家も含む）に市外居住者が
多くなっています。 

〇豊中市庄内・豊南町地区住環境整備計画を策
定し、道路整備や木造住宅等の除却費補助な
ど住環境の改善が図られています。 
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■地域区分 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料（写真）：豊中市住宅マスタープラン（令和４年（2022年））  

＜北東部＞ 

＜東部＞ ＜南部＞ 

＜西部＞ 

＜中部＞ 

＜中北部＞ 

＜北部＞ 
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６ 課題 

 課題１  空き家になる前からの事前準備の啓発 

適正管理されていても相続問題や家財整理などが阻害要因となり流通・利活用につながっ

ておらず、本市の特性でもある市場性の高さを十分活かせていない状況がみられます。 

また、高齢化が進むなか、所有者が高齢である住宅は空き家になる可能性が高く、空き家

になると長期化・管理不全化する傾向があります。 

そのため空き家になる前から、高齢者をはじめとした住宅所有者や相続予定者が相続や将

来の管理・活用などを話し合って事前準備をしておけるように啓発することが重要です。 

 

 課題２  空き家になっても早期の活用につなげられるようなタイミング

を捉えた活用の働きかけ 

空き家になったきっかけとして相続や居住者の長期不在・施設等への入居が多く挙げられ

ています。 

また、空き家期間が長期化するほど管理頻度が下がるなど空き家への関⼼の低下がみられ

ることから、最も空き家に対する関⼼が高いと思われるタイミング（相続や施設等への入

居・転居の手続きなど）を捉えて、円滑な権利継承を促進するとともに、早期の活用を働き

かけることが重要です。 

 

 課題３  活用意向がない所有者の意識・行動を変える働きかけ 

長期化している空き家のなかには、現状で困っておらず活用意向はないが、漠然とした不

安を抱えている空き家所有者が多くいます。 

そのような所有者に対しては、空き家の活用に向けた支援制度の情報提供や空き家を活用

しなかった場合に被る不利益を伝えるなどして、意識を変え、行動（空き家活用）に移せる

ように働きかけていくことが重要です。 

 

 課題４  活用上の課題を抱える所有者に専門家が寄り添って支援できる

体制づくり 

活用意向があっても、空き家の市場性の低さや手間・負担などの課題を抱える所有者の空

き家が長期化する傾向にあります。これらを解消するには、個々の状況を踏まえた専門的な

支援が必要です。 

これまで本市では専門家団体等が設ける空き家相談窓口の紹介を行ってきました。空き家

やその所有者の状況に応じた支援を進めるために、行政の持つ情報・ネットワークを活かし

ながら、専門家の知識・経験を活かした対応を行うことができる体制づくりが重要です。 
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 課題５  管理不全化を予防するための住宅の適切な管理の促進 

本市の空き家は概ね適正管理されています。一方、もともと管理が不十分な住宅の居住者

がいなくなり、不良度が高い空き家となっている状況もみられます。また、所有者が遠方に

居住していたり、管理への関⼼が低いことから、空き家が適正管理されていない状況もあり

ます。 

一般に管理不全化するとそこからの改善は難しくなるため、空き家になる前から住宅の適

正管理を進めるとともに、空き家になっても円滑に流通・利活用につなげ早期に空き家状態

を解消するため耐震化＊・省エネ化＊などの住宅の性能向上を促進することが重要です。 

 

 課題６  老朽・狭小など物理的に活用が困難な空き家について住替え循

環を進めるための除却・跡地活用の促進 

建築年が古い・狭小など一般的に流通・利活用が難しい住宅の空き家期間が長期化してい

る傾向がみられます。 

また、本市の特性の１つとして市場性の高さがあります。空き家の状態での流通・利活用

が難しい空き家については除却し、跡地活用を進めることで住替え循環を生み出しやすくす

ることが重要です。 

 

 課題７  空き家の地域性に応じた流通・利活用の促進 

南部では老朽・狭小な空き家や借地の空き家が多い、北東部では規模の大きな空き家が多

いなど、地域ごとに空き家の要因や抱えている課題が異なります。また、一般に駅からの距

離や周辺環境などによっても住宅流通の市場性が異なります。 

住宅として一般市場で流通するものは流通を進め、それ以外の空き家は地域の需要に応じ

た多様な利活用を図るなど、地域性に応じた流通・利活用を促進することが重要です。 
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第３章 空き家対策の基本的な方針 

１ 豊中市における空き家対策 

空き家は個人の資産であり、所有者には空き家の適切な管理を行う責務がある（空家特

措法第５条)ことから、原則として所有者自らが考え・判断し、責任を持って対応すること

が前提です。 

一方で、本市は住宅を「社会的資源」として捉えており、空き家の増加・管理不全化は

「住宅都市」である豊中市が持つ魅⼒・ポテンシャルを低下させることになりかねません。

今後人口の減少や高齢化の進行が見込まれるなかでは、これらへの対応の重要性が高まっ

ています。そのため、市として所有者への働きかけを進め、空き家の発生を抑制するとと

もに、管理不全化を予防・解消することが重要です。 

また、本市の空き家は概ね適正管理されており、市場性の高さから民間市場中心で空き

家の流通・利活用が進みやすい傾向にあります。一方で、活用にあたっての手間・負担の

懸念や活用への関心の低さなどから空き家の流通・利活用につながっていない状況もみら

れているため、市として、これらの解消を支援し、民間主導での空き家の流通・利活用を

後押ししていくことが重要です。 

そのため、本計画では次の 3 点を基本方針として、空き家対策を進めていきます。 

 

 

                空き家の発生抑制 

今後必然的に空き家の発生が加速することが見込まれるなかで、空き家の発生を抑制する

ことは「住宅都市」としての重要な使命です。空き家になる前から所有者の意識を高め、空

き家の発生抑制（空き家になっても早期に解消）に取り組みます。 

 

                 空き家の流通・利活用の促進 

本市は民間住宅市場が活発であることから、「適正に管理されている空き家」は所有者自

身の対応によって空き家活用を進めやすい状況にあります。市の立場としては、諸事情に

より空き家活用を進めることが難しい所有者や空き家活用の意向のない所有者への対応に

注⼒します。 

 

                 管理不全化の予防・解消 

本市は、市場性の高さから、建物としての価値が低い管理不全化が進んだ空き家であっ

ても、除却すれば買い手がつきやすい状況にあります。特に老朽・狭小など物理的に活用

が困難な空き家は早期に除却（空き家状態の解消）を進め、土地利用の更新・跡地活用を

図ります。 

 

  

基本方針❶ 

基本方針❷ 

基本方針❸ 
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２ 施策の方向性 

（１）空き家の状態に応じた施策 

空き家対策は時系列でみると、「①空き家になる前の備え」と「②空き家になった後の対

応（空き家の解消）」の大きく２つに大別されます。 

特に、市場性が高く、空き家が概ね適正管理されている本市においては、予防的な施策

である「①空き家になる前の備え」に重点を置いて取り組んでいきます。 

また、所有者の状態や抱える課題によってアプローチの対象や手法が異なるため、それ

ぞれに応じたきめ細かな施策を推進していくとともに、空き家になる前の相続等の準備か

ら空き家の活用・除却まで対応できる包括的な相談・支援体制を確立します。 

■住宅・空き家の状態からみた施策の基本的方向性（イメージ） 

 

 

空き家になる前の住宅 

  建物 
  不良度   
          ※1 

適正管理されている空き家 
管理が不十分

な空き家 

 A 判定 B 判定 C 判定 D 判定 

(1,104 件) (924 件) (64 件) (15 件) 

  
住
宅
と
し
て
の 

市
場
性 

    

   

 

 

 

 

利
活
用
需
要

※
２ 

 

    

      

 
 
 

 

※1 各件数は令和４年度（2022 年度）空家実態調査による件数 

【建物不良度の判定基準】Ａ：現況で利用可能 

Ｂ：比較的小規模な修繕で利用可能 

Ｃ：著しい損傷はないが、現況利用の支障あり 

Ｄ：著しい損傷があるなど、現況での利用は困難 

※2 住宅としてのポテンシャルは低いが、利活用の需要がある 

（例：店舗・宿泊施設や地域の交流拠点等としての需要があるなど）  

空き家 居住段階 

①空き家になる前の備え 
空き家になる前から 
できる予防策の普及 

②空き家になった後の対応（空き家の解消） 
空き家の早期解消に向けた課題への対応・支援 

（空き家所有者による適切な管理・対応が前提） 

●将来の管理・活用の話し合

いや相続・家財整理など

「事前準備」の普及 

 所有者・家族（相続予定者

等）への啓発・情報提供 

 福祉部局と連携した啓

発・情報提供 

 市民への住教育 

性能向上（耐震・省エネ等）

の促進 

●適切な管理の促進 

●不動産の権利承継の円滑化 

●事前準備から活用・除却まで対応できる包括的な相談・支援体制 

●除却・跡地 
活用の促進 

●流通の促進 ●
適
切
な
管
理
の
促
進 

●

●除却・跡地活用の促進 

●
管
理
不
全
空
家
等
に
対
す
る 

措
置
・
対
応 

●住宅以外の 

多様な利活用の促進 

高
い 

低
い 

低
い 

高
い 



28 

①空き家になる前の備え 

空き家になる前から住宅所有者や相続予定者による相続や家財整理などの事前準備を進

めるとともに、施設等への入居や転居などのタイミングを捉えて、円滑に次の所有者（相

続人・購入者等）に引き継げるように啓発を進めます。 

また、空き家の発生抑制（早期の空き家解消）や管理不全化の予防に向けて、空き家に

なる前からの住宅の適正管理や性能向上を促進します。 

 

②空き家になった後の対応（空き家の解消） 

市場性や管理状況などの空き家の状態によって空き家の解消方策が異なります。 

空き家が長期化するほど管理不全化リスクが高まる傾向もみられるため、長期空き家に

ならないように、空き家になったら、適切に管理をするとともに、できるだけ早期に解消、

つまり流通・利活用・更新（除却・跡地活用）につなげることが必要です。 

本市の空き家の大半を占める「適正管理されている空き家」は、早期に流通・利活用に

つながるように空き家になるタイミングを捉えて所有者に活用を働きかけるとともに、活

用上の課題を抱える所有者に対して専門家等と連携した支援を進めます。 

また、「管理が不十分な空き家」は、原則として土地利用の更新を促しますが、利活用需

要の高い空き家は利活用を進め、管理不全空家等や特定空家等は空家特措法に基づいた措置

を行うなど状況に応じた対応を図ります。 

 

（２）地域性に応じた施策 

特徴的な地域（７地域）があることが本市の特徴であり、地域ごとに空き家の要因や抱

えている課題が異なります。 

それによって、例えば、北東部・北部の低層住宅地では空き家の活用に慎重な所有者に

対して早期の活用を働きかけたり、南部の密集市街地＊では住環境の改善や防災性の向上に

向けた空き家対策を進めるなど、所有者へのアプローチ方法や流通・利活用などの空き家

解消の方向性が異なるため、各地域の特性に応じた施策の重点化を図ります。 
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第４章 空き家対策の内容 

１ 空き家の発生抑制 

（１）空き家になる前の事前準備の普及 

①事前準備の啓発・情報提供 

これまでの啓発・情報提供は主に空き家所有

者が対象で、空き家になる前の住宅所有者やそ

の家族（相続予定者等）などを対象にした予防

的な取組みは十分ではありませんでした。 

そのため、将来の管理・活用の話し合いや相

続・家財整理など事前準備の普及に向けて、福

祉部局との連携等により空き家になる前の住宅

所有者やその家族に対する啓発・情報提供を充

実するとともに、広く市民に対して住宅の維持

管理や空き家対策の知識の普及を図ります。 

主な取組み内容 

 ホームページや固定資産税納税通知書へのチラシ同封等により住宅所有者への啓発・情報提

供を行う。 

 福祉部局等と連携し、高齢者が集まる場・機会を捉えた直接的な情報提供や高齢単身世帯等

に対する啓発チラシの配布等を行う。 

 ケアマネジャー＊やヘルパー＊・社会福祉協議会＊等が、施設等への入居や子世帯との同居に

あたって自宅の管理や処分で困っているといった相談を受けた際に相談窓口等を紹介できる

よう、ケアマネジャー＊等に空き家対策に関する情報を提供する。 

 学生など若い世代をターゲットにして、セミナーや出前講座＊等により、住宅の維持管理や

空き家対策に関する市民の知識を深める住教育を展開する。 

 

②事前準備に関する相談体制の整備 

事前準備を行う住宅所有者等を支援するため、空き家の流通・利活用・除却等に関する

相談だけでなく、居住中の住宅の維持管理や事前準備についても相談できる体制を整備し

ます。 

主な取組み内容 

 事前準備から活用・除却まで対応できる包括的な相談・支援体制を整備する。（２（１）に

詳述） 

 

③住宅の性能向上の促進 

空き家になっても円滑に流通・利活用につなげ早期に空き家状態を解消するために、居住

中から住宅の性能を高めておけるよう、耐震化＊・省エネ化＊などの性能向上を促進します。 

主な取組み内容 

 性能向上(耐震化＊、省エネ化＊等)に向けた支援制度を周知する。 
 

■空き家になる前からできること（例） 

・元気なうちに家財の整理をしておく。 

・住宅の権利関係や相続について家族で確

認したり、遺言書を作成する。 

・空き家になった後の活用（売却・賃貸等）

や管理方法を家族で話し合っておく。 

・土地・建物の権利関係の整理を行う。（登

記情報の確認、隣地との境界の整理など） 

・売却・賃貸できるように、住宅の手入れ

や性能を高めるリフォーム＊をしておく。 

・認知症等により所有者の判断能⼒が低下

する前に、民事信託＊や成年後見制度＊な

どの活用を考える。 

凡例[主な取組み内容] 

…本市ですでに行っている取組み 

（一部のみ行っている場合も含む） 

…今後新たに取り組む内容 
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（２）空き家活用に向けた意識啓発の強化 

①空き家を早期に活用につなげるための啓発・情報提供 

相続や施設等への入居・転居などの空き家になりやすいタイミングで、手続き等に訪れ

た所有者やその家族（相続予定者等）に対して直接的に空き家の早期の活用を働きかける

とともに、発生した空き家の状況把握の方法を検討します。 

主な取組み内容 

 相続や施設等への入居・転居等の手続き時に空き家の活用に向けた情報提供を行う。 

（相続や転居の手続きの際のチラシ配布、施設等の入居説明会での自宅活用の啓発など） 

 

 

 

 

 上記のタイミングでの住宅の今後の活用予定や管理方法・連絡先の把握方法を検討する。 

（空き家の早期把握） 

 

②活用意向のない空き家所有者の意識・行動変容を促す啓発 

これまでもセミナーやチラシの配布等を通じて空き家所有者に対する意識啓発を行って

きましたが、特に活用意向のない所有者に対する働きかけは十分ではありませんでした。 

そのような所有者の空き家活用への意識を高め、活用に向けた行動に移せるような啓

発・情報提供を行います。 

主な取組み内容 

 ホームページや固定資産税納税通知書へのチラシ同封等により住宅所有者への啓発・情報提

供を行う。［再掲］ 

 空き家の活用に向けた支援制度と空き家を活用しなかった場合に被る不利益を組み合わせて

伝える、年末年始やお盆などのタイミングで空き家の活用を家族で考えるきっかけシートを

配布するなど、ナッジ（Nudge）＊等を活用した効果的な啓発に取り組む。 

 木造共同住宅（文化住宅等）の空き家の所有者に対しては、啓発や情報提供の方法を工夫す

る。 

 

 

 

 

 

（３）不動産の権利承継の円滑化 

住宅・土地の円滑な権利承継が行われるように、法務局や関係団体等と連携して、相続

人に対する普及啓発や相談対応などを行います。 

■特に⼒を入れて取り組む地域 

・北部・北東部では、活用に慎重で空き家のまま置いている状況がみられるため、所有

者への直接的な働きかけを強化して、早期の活用を促すことが重要。 

北部 北東部 

■特に⼒を入れて取り組む地域 

・南部では、木造共同住宅（文化住宅等）のストックが多く、空き家も多くみられるた

め、個人が所有する戸建て住宅以上に多様な方面からのアプローチが重要。 

南部 
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主な取組み内容 

 法務局や関係団体等と連携して、相続登記の促進に向けた情報発信・啓発を行う。（関連す

る制度や税制優遇など） 

 おくやみ手続き等の相続が発生するタイミングを捉え、相続人への直接的な働きかけを行

う。 

 事前準備から活用・除却まで対応できる包括的な相談・支援体制を整備する。（２（１）に

詳述） 

 借地など権利関係が複雑な空き家の所有者に対して相談窓口の紹介や解消に向けた情報提供

などを行う。 

 

 

 

 

 

２ 空き家の流通・利活用の促進 

（１）事前準備から活用・除却まで対応できる包括的な相談・支援体制の確立 

空き家に関する相談に対応するには、所有者の事情や住宅・空き家の状態・地域性など

に応じて幅広い専門知識が必要です。 

これまでは、住宅・不動産等の専門家団体が設けている個々の空き家相談窓口を紹介し

てきましたが、それらに広く対応できるとともに市民にもわかりやすいものとするため、

専門家団体と連携し、所有者等の相談に対して助言・提案し、必要に応じて課題解消まで

伴走・支援できる体制を確立します。 

主な取組み内容 

 事前準備から活用・除却まで対応できる包括的な相談・支援体制を整備する。（行政と協

定を結んだ窓口の設置、活用まで一貫して伴走・支援できる専門家との連携など） 

■包括的な相談・支援体制のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■特に⼒を入れて取り組む地域 

・南部では借地上の空き家が多く、建物所有者にとっての負担が大きく解体につながら

ないなど空き家解消が困難な状況がみられるため、その対策が重要。 

南部 

 
助言 

豊中市 
(事前準備や活用相談) 

・専門家団体の紹介 

・地域活用の場合は、利

活用空き家登録など 

(管理不全等) 

・所有者調査や指導等 

 
 

専門家団体 
(業界団体､NPO 等) 

 

・相談窓口 
・専門家(事業者)の選定 

取次ぎ 

・所有者等の相談への対応 

空き家所有者 

提案・支援 

専門家（事業者） 

・具体的な提案・支援 

※相談の結果､業務依頼につな
がる場合などは有償対応 

【例】 
不動産事業者(仲介支援) 
建築士(改修､ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ支援) 
司法書士･行政書士(相続等支援) 
土地家屋調査士（登記調査支援） 
管理代行業者、家財整理業者 
解体業者  など 

地域住民 

連携 

 
相談情報 

共有 

（報告） 

（協定） 

 
相談情報 

共有 
（報告） 

情報提供 相談 相談 

相談内容
に応じて 

相談内容
に応じて 

相談・支援の窓口 
 



32 

（２）空き家の流通の促進 

所有者・消費者双方が安心して売買・賃貸できる既存住宅流通に向けて、インスペクシ

ョン＊や既存住宅売買瑕疵保険＊等の普及啓発を行います。 

さらに、多様化する住まい方・暮らし方に対応するとともに、流通のネックとなってい

る所有者の手間・負担を軽減できるような多様な流通形態の普及を図ります。 

主な取組み内容 

 既存住宅のインスペクション＊や既存住宅売買瑕疵保険＊などについての普及啓発を行う。 

 多様な流通・利活用※の普及に向けた情報発信を行う。（ホームページ等での住まい方や空

き家の利活用の実例の情報発信など） 

※例：家財のある部屋以外の部分貸し・改修なしでの活用（DIY＊・サブリース＊等）など 

手間をかけずにできる流通・利活用形態 

 

 

 

 

 

（３）地域の課題やニーズに応じた空き家の多様な利活用の促進 

立地や建物状態などから住宅としての市場性が低い空き家や、相続等の問題や愛着があ

るなどの所有者の事情により手放せない空き家等については、地域福祉の活動拠点や子育

て支援、地域コミュニティ活動の場をはじめとした公益性の高い用途として転用するな

ど、地域資源＊として有効活用していくことが考えられます。 

そのために、地域利用可能な空き家情報等の提供を引き続き進めるとともに、空き家の

多様な利活用を促進するため、空き家と利活用希望者とのマッチング＊や事業化に向けた支

援などを検討します。 

主な取組み内容 

 多様な流通・利活用の普及に向けた情報発信を行う。（ホームページ等での住まい方や空き

家の利活用の実例の情報発信など）。［再掲］ 

 多様な利活用に向けた事業化を支援するためのセミナーや相談対応を行う。 

 地域利用可能な空き家情報等の提供（空き家情報提供事業）を進めるため、空き家と利活用

希望者との効果的なマッチング＊に向けた仕組みを検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■特に⼒を入れて取り組む地域 

・豊中駅周辺の商業系地域に集中してい

る空き家のなかには、併用住宅＊など住

宅としての需要は低いと考えられる空

き家もみられるが、駅周辺で多様な利

活用の需要もあるため、利活用の促進

が考えられる。 

 

中北部 

 
■特に⼒を入れて取り組む地域 

・南部地区においては、住宅としての活

用は困難であるが、古くてレトロな長

屋＊や奥まった路地の住宅など「隠れた

魅⼒」のある空き家もあるため、多様

な利活用の促進が考えられる。 

南部 

 

■特に⼒を入れて取り組む地域 

・市場性が高いエリアであるが、所有者の手間・負担の問題から流通につながっていな

い空き家を活用するために、多様な流通形態の普及が重要。 

北部 北東部 
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（４）住宅の性能向上の促進（再掲） 

空き家になっても円滑に流通・利活用につなげ早期に空き家状態を解消するために、居住

中から住宅の性能を高めておけるよう、耐震化＊・省エネ化＊などの性能向上を促進します。 

主な取組み内容 

 性能向上(耐震化＊、省エネ化＊等)に向けた支援制度を周知する。［再掲］ 

 

３ 管理不全化の予防・解消 

（１）住宅の適切な管理の促進 

①住宅・空き家の適正管理についての啓発・情報提供 

空き家になってからだけでなく、居住中の段階から、適正な管理を促進できるよう、住

宅所有者をはじめとして市民への啓発を進めるとともに、空き家の管理方法などの情報提

供を行います。 

主な取組み内容 

 ホームページや固定資産税納税通知書へのチラシ同封等により住宅所有者への啓発・情報提

供を行う。［再掲］ 

 セミナーや関連団体による空き家管理の手引き等により、空き家の管理方法についての情報

提供を行う。 

 学生など若い世代をターゲットにして、セミナーや出前講座＊等により、住宅の維持管理や

空き家対策に関する市民の知識を深める住教育を展開する。［再掲］ 

 

②空き家所有者に対する助言・指導等 

市民等からの通報などによる空き家に対して、引き続き、庁内関係課が連携して早期の

対応を行い、管理不全の解消を進めます。 

主な取組み内容 

 パトロールにより発見した空き家や市民等からの通報物件への早期の対応（空き家所有者等

に対する助言・指導等）を行う。 

 庁内で通報物件の情報共有や適切な対応策の検討を行うための「管理不全空き家対策連絡会

議」を定期的に開催する。 

 

③空き家管理サービスの活用支援 

空き家所有者等が自ら管理できない・管理が困難な場合は、空き家管理サービスを行う

事業者に管理を依頼することで、管理不全化を防ぐことにつながります。 

そのため、包括的な相談・支援体制を活用し、空き家管理サービスを行う事業者情報の

提供を進めます。 

主な取組み内容 

 包括的な相談・支援体制の活用により、空き家所有者等に対して、空き家管理サービスを行

う事業者の情報提供を行う。 
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（２）活用が困難な空き家の除却・跡地活用の促進 

老朽化した空き家や狭小地・無接道地＊など活用が困難な空き家は除却を進め、空き家状

態の解消を進めます。 

所有者による跡地活用（売却等）が困難な場合、放置され地域の価値を低下させないよ

うに、隣地統合や地域・事業者等による利用の誘導などにより、跡地活用を促進します。 

また、南部地域ではこれまで取り組んできた住環境の改善と防災性の向上に向けた木造

住宅等の除却や道路整備等を継続して進めます。 

主な取組み内容 

 空き家所有者等に対して除却費補助(対象：旧耐震＊や密集市街地＊の老朽木造住宅)を周知す

る。 

 庄内・豊南町地区の密集市街地＊では、住環境の改善と防災性の向上に向けた取組みの一環

として豊中市庄内・豊南町地区住環境整備計画に基づく老朽木造住宅等の除却や道路整備を

進める。 

 利用が困難な跡地（未利用地）がある地域では、地域やまちづくり関連団体等と連携しなが

ら、地域単位で防災空地＊、コミュニティ農園＊・緑地などとしての跡地活用を検討する。 

（地域と連携した活用方策の検討、まちづくり関連団体や活用事業者等への土地情報提供など） 

 

 

 

 

 

 狭小地等の解消に向けた隣地統合補助や、空き地を地域住民の共用スペースとして活用する

ための整備・改修・管理費補助(公益財団法人大阪府都市整備推進センター)を周知する。 

（センターによる共同住宅所有者等への戸別訪問やチラシ配布・相談会など） 

 

 

  

（対象地域：庄内・豊南町地区） 

■特に⼒を入れて取り組む地域 

・密集市街地＊であり、特に狭小な敷地が多いなかで、南部地域活性化基本計画で掲げ

た将来像を実現するために、未利用地を多世代交流や学びの場等として有効活用して

いくことが重要。 

南部 

（対象地域：庄内・豊南町地区） 
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（３）特定空家等や管理不全空家等に対する措置・対応 

①特定空家等に対する措置（平成 27 年（2015 年）5 月 26 日施行） 

a)特定空家等の判定 

国が定めた管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るため

に必要な指針（以下「ガイドライン」という）に基づき特定空家等の判定を行います。 

 

b)特定空家等に対する措置  

特定空家等に対して、空家特措法に基づき、助言・指導・勧告・命令等の措置を行います。 

所有者が不明の場合は、財産管理制度の活用や略式代執行の実施等により対応を行います。 

 

■特定空家等の判定および措置フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現地確認 

所有者が判明した場合 

立入調査（法 9 条） 

空き家の所有者等の特定 

所有者が不明な場合 

助言・指導 

市民等からの通報・問合せ 

立入調査（法 9 条） 

特定空家等の判定 

助言又は指導（法22 条1 項） 

勧告（法 22 条 2 項） 固定資産税等の 
住宅用地特例＊除外 

命令（法 22 条 3 項） 50 万円以下の過料 

所
有
者
不
明
の
場
合 

特
定
空
家
等
対
策
課
長
会
議 

特
定
空
家
等
の
判
定 

 

特
定
空
家
等
に
対
す
る
措
置 

代執行 

 
行政代執行（法 22 条 9 項） 

代執行に要する費用 
の徴収 

略式代執行（法 22 条 10 項） 

特定空家等（法 2 条 2 項） 
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②管理不全空家等に対する措置（令和 5 年（2023 年）12 月 13 日施行） 

特定空家等になるのを防ぐため、その前段階（管理不全空家等）からの早期の対応を図

ることが重要です。 

そのために、市民等からの通報・問合せを受け、所有者等への助言・指導を実施しても

改善が見られない場合、ガイドラインをもとに管理不全空家等と判定し、空家特措法に基

づく助言・指導・勧告の措置を行います。 

 

 

■管理不全空家等の判定および措置フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地確認 

空き家の所有者等の特定 

市民等からの通報・問合せ 

管理不全空家等の判定 

管
理
不
全
空
家
等

の
判
定 

 

措
置 

勧告（法 13 条 2 項） 

指導（法 13 条 1 項） 

固定資産税等の 
住宅用地特例＊除外 



 

37 

第５章 空き家対策の推進に向けて 

１ 目標設定と進行管理 

空き家対策の進捗状況を把握するため、下表のとおり定量的な目標（計画の推進により

達成すべき数値目標）を設定します。 

これらの進捗状況は庁内連携組織において毎年度確認・検証し、その他の取組みの実施

状況や社会情勢の変化、国・大阪府や上位計画の動向などを踏まえ、必要に応じて計画の

見直しを行います。 

■目標 

項目  目標(令和 10 年（2028 年）) 

通報・相談があった空き家の是正率（過去５年間） ▶ 80％（現状76.7％（令和4年度末）） 

不良度が高い空き家（C・D 判定 79 件）の解消件数 ▶ 40 件 

不良度が高い空き家の発生件数※ ▶ 40 件未満 

※通報物件のうち不良度が高い（C・D 判定相当）空き家数 

２ 推進体制 

（１）庁内連携体制の維持・充実 

空き家対策は幅広い分野に関連するため、引き続き環境・景観・道路・消防等の庁内の

関連部局と連携し、効率的・効果的な空き家対策を推進します。 

特に、管理不全空き家の相談内容や対応状況などを庁内で共有し、対応を協議・調整す

る横断的な庁内連携組織である「管理不全空き家対策連絡会議」は管理不全空き家の早期

の対応・解消に効果を発揮しており、今後も定期的な開催を継続します。 

また、特定空家等の判定および措置の判断を行っている「特定空家等対策課長会議」に

ついても、定期的な開催を継続します。当会議において毎年度、目標値の進捗状況や取組

みの実施状況の確認・検証を実施します。 

さらに、令和４年度（2022 年度）の空家実態調査で把握した空き家やその後明らかにな

った空き家情報をデータベースとして一元管理し、空き家対策に庁内一丸となって対応し

ていきます。 

■庁内連携体制 

 

 

 

 

 

 

 

  

【建築安全課】 

●空き家対策の推進 

●所有者等への情報発信・啓発 

●相談体制の整備（協定締結など） 

●助言・指導・勧告等の措置 

●空き家のデータベース化 

●各団体との連携強化 

連携 

【その他関係部局】 

●空き家の状況把握 

●相談窓口への案内・取次ぎ 

●環境・景観・道路管理・防犯・

消防面からの対応 

管理不全空き家対策連絡会議 
●通報があった空き家の情報共有・対応協議 

●管理不全空き家等の対応に関する協議 

特定空家等対策課長会議 
●特定空家等の措置に関する協議 

●空家等対策計画に関すること 
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（２）事業者・団体等との連携 

空き家対策の推進にあたっては、地域住民や専門家団体・事業者、福祉関連団体等の多

様な主体と情報や課題を共有し、協⼒・連携して取り組んでいく必要があります。 

 

①専門家団体（業界団体・NPO＊等）との連携（相談・支援の窓口の設置） 

市との協定締結などにより相談・支援の窓口として専門家団体との連携を強化するとと

もに、相談に対して、事業者・専門家が持つ専門性を生かし、活用まで伴走・支援できる

体制を構築します。 

 

②社会福祉協議会＊や地域包括支援センター＊等との連携 

空き家発生抑制に向けて、空き家の所有者となる可能性の高い高齢者等の身近な存在で

ある社会福祉協議会＊や地域包括支援センター＊等と連携を強化し、高齢者等への情報提供

や啓発を進めます。 

 

③大阪府や「大阪の住まい活性化フォーラム」との連携 

大阪府空家等対策市町村連携協議会などを通じて、空き家対策の情報共有や職員の技術

向上に努めます。また、既存住宅流通やリフォーム＊・リノベーション＊に関わる民間団

体・事業者や公的団体が参画し、住まい全般に関する相談対応やセミナー・住教育等を展

開する「大阪の住まい活性化フォーラム」との連携を図ります。 

 

■推進体制（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家所有者 

●空き家になる前からの事前準備 

●適切な管理 

●空き家の早期の活用・処分 

（流通・利活用等） 

社会福祉協議会・ 

地域包括支援センター・

地域団体 

●情報提供等への協⼒ 

●適切な相談窓口への案内 

●空き家や跡地の活用 

専門家団体 

（業界団体・NPO 等） 

●空き家対策への協⼒ 

●所有者等への情報提供 

●専門的な問題への対応 

相談・支援の窓口 
 

大阪府・大阪の住まい
活性化フォーラム 

●住まい全般についての

相談対応 

●市民等へのセミナー・住

教育 

●空き家対策の情報共有 

豊中市 

(建築安全課・関係部局) 

●空き家対策の推進 

●情報発信・啓発 

●通報物件への対応・指導 

●各主体との連携強化 など 

相談 

窓口等の
情報提供 

警察・消防等 

●防災・防犯への対応 

●空き家の状況把握 

助言・支援 

情報発信・啓発 

指導・支援 

見守り 

連携 

連携 

情報提供 

連携 

地域住民 

●空き家の状況把握 

●管理不全空き家の通報 

相談 

相談 

相談 

連携 
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